
第
二
節

兵
庫
と
神
戸

同
叫
H
K
4
2

二
yk口
け
回
目
レ
し

R
H
V
H刊
行

T
／
」
J

〈
ノ
ロ
ゆ
N
U
v
r々
i

店
頭
地
の
成
立

以
上
が
近
代
都
市
神
戸
が
誕
生
す
る
ま
で
の
政
治
的
枠
組
み
の
変
遷
で
あ
っ
た
。

で
は
都
市
神
戸
は
、
そ
の

本
米
な
ら
ば
神
戸
と
い
う
都
市
の
核
は
兵
庫
に
あ
っ
た
。
当
然
そ
の
兵
庫
も
明
治
維
新
に
よ
っ
て
大
き
く
変
貌
を
遂
げ
た
。

政
治
的
枠
組
み
の
中
で
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

同
組
・
北
紛
・
市
組
の
そ
れ
ぞ
れ
に
泣
か
れ
て
い
た
会
所
も
、
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
六
月
に
は
一
つ
に
合
併
さ
れ
、
行
政
機

に
改
叫
持
さ
れ
た
。

間
の
統
一
が
は
か
ら
れ
た
。
明
治
八
年
に
は
前
年
に
着
手
さ
れ
た
兵
庫
新
川
が
完
成
し
、
兵
庫
の
港
湾
と
し
て
の
条
件
も
格
段

明
親

ま
た
明
治
十
年
頃
に
か
け
て
神
田
兵
治
衛
門
や
北
風
荘
右
衛
門
と
い
っ
た
有
力
な
商
人
を
中
心
に
、

館
と
い
う
学
校
を
興
こ
す
な
ど
、
税
々
の
近
代
化
政
策
が
い
ち
早
く
と
ら
れ
た
。

し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
明
治
維
新

後
、
肥
料
（
干
鰯
）
交
易
の
衰
退
と
も
重
な
っ
て
、
外
聞
貿
易
の
拠
点
神
戸
に
対
す
る
兵
庫
の
経
済
的
劣
勢
は
恋
う
べ
く
も
な
か

っ
た
。
近
代
都
市
神
戸
の
市
街
地
形
成
の
中
心
は
居
留
地
へ
と
移
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

20 近代終明滞jの神戸第一方t



居
留
地
の

建
設

居
留
地
の
建
設
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
慶
応

外
交
代
表
の
間
で
結
ば
れ
た
「
兵
際
港
設
び
に
大
坂
に
於
て
外
関
人
賠
留
地
を
定
む
る
取
極
」
に
基
づ
い
て
、

（
一
八
六
七
）
閏
月
十
一
一
一
目
、

日
本
政
府
と
諸
外
簡
の

当
初
、
慶
応
三
年
十
二
月
七
日
（
商
瞬
間

人
六
八
年
一
月
一
日
）
の
完
成
を
目
途
に
、
幕
府
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
た
。
今
日
の
地
名

そ
の
地
に
あ
て
ら

で
言
う
と
東
は
フ
ラ
ワ

i
ロ
i
ド
（
元
生
田
川
）
、
四
は
鯉
川
筋
に
閉
ま
れ
た
海
岸
沿
い
の
二
五
町
余
り
が
、

ーら』。

V
づ
A
q
J
J

ち
な
み
に
そ
れ
は
、
本
来
開
港
場
に
指
定
さ
れ
て
い
た
兵
庫
町
を
隔
て
る
こ
と
一
一
一
・
万
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
地
で
あ
っ
た
。

外
由
人
と
日
本
人
の
接
触
を
綴
力
回
避
し
よ
う
と
し
た
幕
府
の
配
慮
が
う
か
が
え
る
。

使
宜
の
処
誼
と
し
て
、

し
か
し
、
時
あ
た
か
も
幕
末
の
混
乱
期
で
あ
り
、
予
定
期
限
内
に
完
成
を
見
る
こ
と
は
な
か
っ

開港ど交関開化第二節

明治 Si下！活関:l1ll図

生
間
川
以
閥
、
宇
治
川
以
来
、
山
麓
ま
で
を
雑

問
地
と
す
る
措
院
が
と
ら
れ
、
居
間
地
造
成
工

事
自
体
は
慶
応
四
年
六
月

4

一
十
六
日
に
い
た
っ

て
よ
う
や
く
完
成
し
た

G

た
だ
し
精
密
地
の
完

成
に
よ
っ
て
雑
居
地
が
廃
止
さ
れ
る
こ
と
は
な

ミ
コ
こ
。

ふ

μ
〆
ふ
れ

写1事＜ 2 

居
向
山
地
の
設
計
に
当
た
っ
た
の
は
、
そ
れ
以

前
に
上
海
租
界
の
建
設
な
ど
に
腕
を
ふ
る
っ
た

イ
ギ
リ
ス
人
ハ
！
ト
で
あ
っ
た
。
彼
の

0

フ
ラ
ン

に
基
づ
き
、

3
tこ
一
口
問

L
1
J
7
ィ

l
ト
「
守

d
，ヰノ

I
，耐
B
E

ブ
f＼
ヤ
ノ

f
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0
メ
ー
ト
ル
）
の
南
北
路
（
京
町
通
）
が
通
さ
れ
、

巡
す
る
道
路
と
、
東
川
聞
に
一
一
木
、

南
北
に
間
本
の
道
路

さ
ら
に
陪
閣
地
を

が
遇
さ
れ
、
居
留
地
全
体
は
二
二
指
区
、

一
二
六
一
民
に
分
割
さ
れ
た
。
海
岸
通
り
に
は
グ
リ
ー
ン
ベ
ル
ト
（
緑
地
情
）
と
ブ
ロ
ム

ナ

I
ド
（
遊
歩
道
）
が
設
け
ら
れ
、
各
道
路
に
は
歩
車
道
区
別
が
施
さ
れ
、
下
水
道
、

カ
ス
灯
な
ど
の
施
設
も
整
備
さ
れ
た
。
そ

の
結
果
神
戸
賠
器
地
は
、
最
初
か
ら
計
図
的
に
造
ら
れ
た
、
整
然
と
整
備
さ
れ
た
商
欲
的
都
市
空
間
と
し
て
誕
生
し
た
。
明
治

四
年
四
月
十
七
日
の
英
字
新
聞
『
、
口

5
3
H
M
w
g
r
は
「
神
戸
守
ハ
ン
ド
」
と
題
し
て
神
戸
居
間
地
の
様
子
止
を
次
の
よ
う
に
拙
い

て
い
る
。大

阪
の
潜
は
兵
庫
で
、
兵
庫
の
外
国
人
居
留
地
は
神
一
円
で
あ
る
。

ま
だ
一
一
一
年
し
か
経
っ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、

日
本
に
お

け
る
す
べ
て
の
開
港
場
の
な
か
で
、
も
っ
と
も
活
気
を
回
読
し
て
い
る
。
す
で
に
現
在
市
民
た
ち
は
激
賞
で
き
る
だ
け
の
事

業
や
生
活
水
準
の
向
上
を
示
し
て
い
る
。

そ
れ
は
、
最
初
の
段
階
に
お
い
て
、
横
浜
が
も
ち
得
な
か
っ
た
長
所
で
あ
る
。

こ
れ
は
日
本
人
た
ち
に
よ
っ
て
気
憾
に
計
岡
さ
れ
た
も
の
で
な
く
、

一
人
の
ヨ
i
ロ
ッ
パ
人
の
土
木
技
師
を
測
廷
の
服
問

に
し
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
結
果
ほ
ど
よ
い
広
さ
と
規
則
的
な
町
割
り
が
計
画
さ
れ
た
。
（
略
）
わ
れ
わ
れ
の
同
業
者
で
あ

る
H

ザ
・
ジ
ャ
パ
ン
・
メ
i
ル
μ

は
、
そ
の
最
近
号
で
次
の
よ
う
に
一
一
一
一
口
っ
て
い
る
。

H

神
戸
は
た
し
か
に
美
し
く
、
東
洋

に
お
け
る
居
留
地
と
し
て
、
も
っ
と
も
よ
く
設
計
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
に
は
、
中
国
や
白
木
に
似
て
い
な
い
も
の
が
あ
る
。

私
は
神
戸
を
長
崎
の
美
し
さ
や
、
上
海
の
寓
と
比
較
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
あ
る
広
々
と
し
た
清
潔

な
街
路
、
十
分
な
歩
道
、
美
し
い
背
後
の
丘
や
、
湾
内
の
輝
く
さ
ざ
な
み
＼
そ
し
て
小
ぎ
れ
い
で
心
地
の
よ
い
建
築
は
、

す
べ
て
目
新
し
く
、
魅
力
の
あ
る
も
の
な
の
で
あ
る
H

そ
し
て
写
真
3
が
そ
の
初
期
の
居
留
地
の
景
観
で
あ
っ
た
。
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開港と文明開化第二節

｝設＇＆！主h地所の競売購入者問符別分類表 2

第4商
1873. 2. 17 

第3回
1870.5. 16 計,6.. 

Iコ
第 2図

1869.6. 1 
第 l悶

1868.9. 10 

地区

4・
今

3

q

u

き

i

1

‘，
i

t

i

f
h
U
4
F白

4
B
・A

・
2
A

唱
BB晶

人数

ζ
U
A
Y

ぅ，
M

唱

i
n
u
e
i
τ
i

A
マ
’
i

1

A

哲

A

T
ム

地区

4 

人数

3 

地区

戸、d
今

4

A

V

〈
d
e
i
噌

i

今‘υ
4
1
a
A

人数

3

8

4

5

1

1

 

9
ゐ

地区

内‘υ
m

’’内，
h
q
r
u

l
 

人数

今，AM

内’’勺，“今，“

ー

地区

2

3

7

4

・。

1

1

 

人数

。。今
δ

r

h

U

4

B

ハy

イギワス

ドイツ

オランダ

フラ γ ス

アメリカ

イタリア

126 100 

な
お
居
閣
地
の
競
売
は
、
竣
工
販
に
、
明
治
元
年
七
月
二
十
四
日
、

明
治
一
一
年
四
月
二
十
一
日
、
明
治
三
年
四
月
十
六
日
（
以
上
関
瞬
間
で
は
表

の
と
お
り
て
明
治
六
年
一
一
月
十
七
日
と
閥
的
に
わ
た
っ
て
打
わ
れ
た
。

資料：予正淑「事11.PJi号flI主!lの都心への発透過程J c•史』：わ 72宅金 4 号）

そ
の
内
訳
は
表
2
の
と
お
り
で
あ
っ

た
。
予
正
淑
氏
の
研
究
に
よ
る
と
、

」
の
四
回
の
競
売
に
応
じ
た
府
関
地

購
入
者
の
特
徴
は
、
彼
ら
の
そ
の
後

際留地の糸線

の
浮
き
沈
み
の
激
し
さ
に
あ
っ
た
。

営
業
会
｝
州
開
始
す
る
こ
と
さ
え
で
き
な

か
っ
た
幕
末
の
「
死
の
商
人
…
グ
ラ

ハ
ー
は
加
と
し
て
も
、
営
業
を
開
始

写真 3

し
て
も
や
が
て
地
所
を
手
放
し
て
い

く
者
が
あ
と
を
絶
た
な
か
っ

に
新
た
に
進
出
し
て
く
る
者
も
あ
と

を
絶
た
な
か
っ
た
。
海
岸
通
り

地
所
中
一

O
地
所
を
占
め
た
他
開
港

場
か
ら
の
進
出
商
人
の
中
で
、
明
治

近代・ 5晃代E室長ミ議~iIV 
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三
十
二
年
の
条
約
改
正
時
ま
で
営
業
を
維
持
し
て
い
た
の
は
、
ベ
l
カ
i
高
会
た
だ
一
つ
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
賠
開
地
が
造
成
さ
れ
る
と
、

つ
い
で
、
商
館
等
の
近
代
的
建
造
物
が
建
て
ら
れ
て
い
っ
た
。
内
務
は
、
概
ね
木
骨
瓦

耳
漆
喰
塗
り
の
も
の
が
一
番
多
く
、
全
体
の
ほ
ぼ
半
数
・
宮
市
め
、
煉
瓦
造
り
が
そ
れ
に
次
ぎ
、
氷
川
川
口
石
造
、
木
骨
煉
瓦
造
り
も

見
え
る
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。
横
浜
に
は
日
本
人
工
匠
に
よ
る
探
洋
風
建
築
も
多
く
み
ら
れ
た
が
、
神
戸
で
は
、
最
初
か
ら

外
国
人
建
築
家
の
手
に
よ
っ
て
洋
館
建
築
群
が
次
々
と
生
み
出
さ
れ
て
い
っ
た
。

2 

近
代
都
市
空
間
の
誕
生

市
街
の
形
成

居
即
問
地
が
完
成
さ
れ
る
と
、
今
度
は
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
、
開
港
場
で
あ
る
と
い
う
経
済
的
理
由
か
ら
、

た
西
欧
文
明
と
の
接
点
で
あ
る
と
い
う
文
化
的
理
自
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
階
層
、
さ
ま
ざ
ま
な
目
的
を
も
っ

人
々
が
神
戸
に
来
住
し
、
や
が
て
居
閣
地
の
周
辺
に
新
市
街
を
形
成
し
て
い
っ
た
。
都
市
神
戸
の
成
立
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の

都
市
神
戸
の
発
展
に
は
次
の
二
段
階
が
あ
っ
た
。

第
一
の
段
階
は
、
賠
留
地
を
核
に
し
て
そ
の
周
辺
に
新
た
な
都
市
空
間
が
、
大
ま
か
な
空
間
的
分
業
を
伴
い
な
が
ら
、
と
に

も
か
く
に
も
急
速
に
広
が
っ
て
い
く
段
階
で
あ
っ
た
。
賠
留
地
の
西
側
に
援
す
る
雑
居
地
に
清
国
人
街
が
、
居
間
関
地
問
側
の
海

岸
通
り
沿
い
に
日
本
人
経
営
の
会
社
・
銀
行
な
ど
の
集
積
地
が
、
居
即
問
地
東
北
側
に
居
留
地
外
・
師
の
経
営
す
る
工
場
群
が
、
そ

し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
周
辺
に
住
宅
街
が
広
が
っ
て
い
っ
た
。

ち
な
み
に
明
治
十
年
と
明
治
二
十
四
年
の
神
戸
（
区
）
市
の
市
街
化
の

様
子
を
示
す
の
が
間
1
の
地
闘
で
あ
る
。
明
治
十
年
頃
は
ま
だ
、
神
戸
と
兵
庫
の
聞
は
さ
ほ
ど
人
家
が
建
て
込
ん
で
い
な
い
様

24 
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開港と文明開化第二mi

子
だ
が
、
明
治
一
一
十
年
代
に

近代・現代

な
る
と
田
市
街
地
兵
庫
と
神

一
戸
が
も
は
や
連
続
す
る
市
街

Eを史編lV

を
形
成
し
て
い
た
こ
と
が
わ

明治10年（下〉と24年（上〕の市街地比絞

か
る
。

第
二
の
段
階

都
市
行
政

の
計
画
化

は
、
明
治
十

年
代
後
半
以
降
、
そ
の
市
街

地
の
拡
大
に
対
し
て
行
政
の

側
カ1

の
計
回
伎
を
与
え

ょ
う
と
し
始
め
る
段
摺
で
あ

っ
た
。
そ
こ
で
対
比
し
て
お

ほI1 

き
た
い
の
が
、
伺
れ
も
兵
庫

削
除
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
、

明
治
十
一
一
年
制
定
の
「
市
街

道
路
取
締
規
則
L

と
明
治

十
年
制
定
の
「
街
路
取
締
規

2ラ



期
」
と
で
あ
る
。
前
者
の
主
要
な
条
文
を
掲
げ
て
お
く
と
、
第
二
条
「
道
路
掃
除
ぺ
地
主
地
借
店
借
日
ブ
間
ハ
ズ
、
総
テ
居
住

人
一
一
シ
テ
負
荷
ス
ベ
シ
。
但
シ
空
地
ハ
地
主
、
内
仁
川
本
ハ
家
主
ノ
負
荷
タ
ル
ベ
シ
ヘ

第
三
条
「
府
宅
前
間
開
ノ
道
路
ぺ

不
潔

ナ
キ
様
仮
朝
必
ズ
掃
除
ス
ベ
シ
。
但
シ
広
場
井
ピ
ニ
火
除
地
等
、
道
ノ
片
側
ナ
ル
場
処
ハ
、
出
宅
下
水
外
ヨ
ザ
地
先
五
問
ヲ
定

l浪

ス
」、

第
四
条
「
諸
橋
上
、

共
ノ
他
人
家
下
水
ヨ
リ
地
先
五
矧
外
ノ
掃
除
ハ
、
部
区
役
所
ニ
於
テ
、
従
前
受
持
住
民
ノ
協

議
費
ヲ
以
一
ア
、
予
一
ア

ヲ
定
メ
mM
ク
モ
ノ
ト
ス
し
な
ど
で
あ
る
。

時
代
以
米
の
、
道
路
を
挟
ん
だ
両
側
の
住
民
が

FN

ら
の
労
働
力
を
提
供
し
て
道
路
の
管
血
等
に
あ
た
る
、
両
側
町
的
住
民
F

什
け
治
を
前
提
に
し
た
道
路
管
浬
の
た
め
の
法
で
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。

そ
れ
が
後
者
に
な
る
と
、
道
路
に
対
す
る
行
政
側
の
管
問
機
が
格
段
に
強
化
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
第
開
条

っ
街
路
一
一
建
物
軒
櫓
旗
柱
招
牌
物
干
等
ヲ
出
ス
ベ
カ
ラ
ズ
。
但
シ

ノ
制
限
内
ニ
係
ル
モ
ノ
ハ
街
路
一
一
出
ス
コ
ト
ヲ
符
ベ
キ
モ

ノ
ト
ス
。

一
、
釣
看
板
ハ
地
税
ヲ
胤
ル
商
品
二
丈
以
上
ニ
限
り
二
尺
以
内

二
、
肝
櫓
ハ
池
縦
ヲ
距
ル
尚
サ
九
尺
以
上
ハ
二
尺
、

六
尺
以
上
ハ

尺
五
寸
以
内

一
一
二
日
除
ハ
支
柱
ヲ
用
イ
ズ
綿
布
ノ
類
ヲ
以
一
ア
ナ
ス
ト
キ
ハ
地
機
ヲ
距
ル
高
サ
七
尺
以
上
一
一
限

リ
一
一
一
尺
以
内

問
、
渇
僚
ハ
一
尺
以
内
L

と
い
っ
た
具
合
い
に
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
公
共
宅
問
に
対
す
る
管
理
機
が
住
民
及
び

住
民
共
同
体
（
町
）
に
で
は
な
く
行
政
に
属
す
る
構
造
が
で
き
あ
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
こ
の
明
治
二
十
年
の
段
階
で
行
政
が
自
ら
の
管
理
権
を
主
張
し
た
の
は
、
街
路
と
い
う
共
用
空
間
に
対
し
て
だ
け
で

は
な
か
っ
た
。

他
人
の
所
有
す
る
土
地
・
家
産
に
対
し
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。

明
治
十
九
年
八
月
三
十
一
日
に
制
定
さ
れ
た

勺
防
火
屋
一
哀
屋
建
築
取
締
規
則
」
が
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
兵
庫
県
は
こ
の
規
則
に
よ
っ
て
、

長
屋
（
一
棟
内
に
二
一
戸
以
上
を

設
け
る
家
屋
）
と
一
哀
屋
（
公
道
に
隣
接
し
な
い
家
庭
）

に
思
っ
て
で
は
あ
る
が
、
個
人
の
所
有
す
る
建
築
物
に
建
築
規
制
を
加
え
る
こ

と
に
初
め
て
成
功
し
た
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
、
つ
に
、

明
治
十
年
代
の
後
半
か
ら
明
治

行
政
が
部
市
在
自
ら
の

に
基
づ
い
て
規
律
化
し

ト
ド
ヒ
ニ
－
H

？と、

↑
ノ
E
4
i
、b
J
Jれ
P
I
E
V
J

ょ
う
と
し
始
め
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
行
政
の
側
の
志
向
は
、

ほ
ぼ
明
治
十
年
代
の
半
ば
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か

と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
明
治
十
年
代
半
ば
、
兵
庫
県
は
、
部
市
の
実
態
把
握
の
た
め
の
各
穏

ρ調
査
を
倒
的
し
て
い
る

か
ら
で
占
め
る
。

都
市
内
工
関
に
か
か
わ
る
説
査
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、

切
治
十
円
年
十
一
月
十
日
、

森
閑
兵
庫
県
令
は
各
都
区
役

例
え
ば
、

所
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
指
示
を
出
し
て
い
る

G

職
工
労
役
ノ
条
例
ハ
必
要
ノ

一
一
候
処
、
本
邦
一
一
ハ
米
ダ
長
ノ
制
コ
レ
加
熱
キ
ニ
川
村
、
追
々
設
定
相
成
ル
見
込
一
一
一
ア
、
従
来

各
地
方
職
工
ノ
状
況
ヲ
探
知
シ
、
彼
是
ノ
防
、
習
ヲ
酌
泣
ノ
為
メ
、
諸
職
工
男
女
及
ピ

一
係
ハ
ル
別
紙
ノ
件
々
取
調
方
、

公
務
局
長
ヨ
リ
照
会
越
シ
候
条
、
右
雛
形
一
一
倣
ヒ
取
調
べ
差
出
ス
可
シ
。
此
ノ
出
向
指
述
シ
侯
ふ
れ
。

こ
の
他
に
戸
籍
簿
を
も
と
に
し
た
紛
態
人
口

（
明
治
十
近
年
三
月
）
な
ど
も
行
っ
て
い
る
。
明
治
ふ
i

争点、九、
1
j

－
K

一ノ
3
2ノ

十
I'~！ 

日
付
け
の
太
政
官
布
台
第

「
元
来
統
計
ノ
用
て
が
物
ノ
緊
要
ヲ
得
、
其
確
実
ヲ
失
ハ
ザ
ル
犠
ニ
付
、

に
ぷ
づ
い
て
、

只
材
料
／
多
ヲ
貧
す
、
共
要
領
ヲ
得
ザ
ル
時
ハ
、
克
ニ
ル
淀
川
労
一
一
一
服
ス
ベ
ク
候
。
平
素
取
調
上
尚
一
…
関
胤
街
一
一
夜
意
ヲ
加
へ
投
様

l}ffi滋と文明開化

（
県
遠
乙
第
八

O
m万
九
月
十

致
ス
可
シ
↑
一

日
）
と
の
班
山
川
か
ら
、
統
計
整
備
の
方
針
が
註
戸
長
役
場
に
ま
で
ん
伝
達
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
調
査
は
計
同
行
政
の
出
発
点
で
あ
っ
た
。

都
市
行
政
の
計
同
化
は
、
部
市
内
の
土
地
利
用
の
合
迎
化
を
必
然
的
に
促
し
た
。

計
鋭
化
の
推
進
に
は
、
都
市

都
市
の
地

帯
化

全
体
か
二
つ
の
有
機
体
と
見
立
て
て
、
そ
の
最
も
合
理
的
な
地
域
間
分
業
を
組
織
し
よ
う
と
す
る
衝
動
が
当
然

第二節

人
投
ま
れ
る
か
ら
で
あ
っ

明
治
十
年
代
か
ら
貸
席
絹
妓
営
業
地
の
限
定
な
ど
は
行
わ
れ
て
き
た
が
、
本
絡
的
に
土
地
利
用
の
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制
限
が
始
ま
る
の
は
明
治
」
一
十
年
代
に
入
る
前
後
か
ら
で
あ
っ
た
。

第
一
に

wm心
部
に
近
い
地
域
の
景
観
整
備
が
抗
進
さ
れ
た
。
例
え
ば
明
治
二
十
一
年
一
月
二
十
四
日
神
戸
庶
は
、
一
一
一
官
町
か

ら
加
納
町
に
か
け
て
の
新
市
街
開
設
に
探
し
て
つ
道
路
線
路
一
一
沿
ヒ
タ
ル
家
屋
」
を
改
築
ま
た
は
新
築
す
る
場
合
は
区
役
所
へ

の
間
出
を
義
務
づ
け
た
。
以
後
同
様
の
措
置
、
が
、
市
街
地
の
造
成
・
改
造
に
伴
っ
て
と
ら
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
結
果
、
明
治
二

十
作
代
に
入
る
と
、
中
心
部
の
郎
心
化
（
オ
フ
ィ
ス
街
化
）
と
職
住
分
断
の
郎
市
構
造
が
急
速
に
生
み
出
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な

っ
た
。
初
期
の
屑
留
地
の
中
で
多
数
を
占
め
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
く
商
館
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
一
ユ
ニ
ッ
ト
は
ご
つ
の
敷

地
に
併
存
す
る

付
属
段
、
作
業
場
、
食
賄
な
ど
で
構
成
さ
れ
L

（
引
ノ
氏
前
掲
論
文
）
て
お
り
、

日
本
人
お
よ
び
清
国
人
使

用
人
も
ん
泊
め
た
職
住
一
致
の
雫
何
で
あ
り
、
必
ず
し
も
郎
心
的
機
能
だ
け
が
効
来
的
に
居
間
問
地
に
集
中
し
て
い
た
わ
け
で
は
な

ミ

〉

こ

ο

ふ

μ
ィ
み
れ

し
か
し
や
が
て
明
治
二
十
年
代
に
入
る
と
倉
庫
や
住
賠
な
ど
の
非
都
心
的
機
能
物
の
賠
叡
地
か
ら
の
分
散
が
始
ま
っ

た
。
先
の
明
氏
の
研
究
に
よ
る
と
明
治
二
十
二
年
に
は
七
・
五
じ
パ
ー
セ
ン
ト
で
し
か
な
か
っ
た
外
国
人
男
性
の
職
住
分
離
度

iJ~ 、

…
0
年
後
の
明
治

明
治
二
十
年
代
に
倍
街
地
の
都
心
化
（
オ

年
に
は
一
一

A
0
・
七

O
パ
ー
セ
ン
ト
に
ま
で
速
し

ブ
ィ
ス
衡
化
）
が
急
速
に
進
ん
だ
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

第
二
に
、
そ
の
一
方
で
、
都
心
部
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
郎
市
機
能
や
、
都
市
長
簡
を
破
壊
す
る
と
思
わ
れ
る
も
の
の
都
心
部

か
ら
の
排
除
が
行
わ
れ
始
め
た
。
明
治
十
五
年
五
月
二
十
五
日
、
兵
路
県
令
森
岡
問
問
純
は
っ
従
来
墓
地
ノ
儀
ハ
其
位
霞
概
シ
一
ア

ー
シ
キ
ヲ
得
ズ
。
人
家
或
ハ
水
源
ニ
接
近
セ
ル
ガ
為
メ
、
人
身
必
需
ノ
飲
料
水
ヲ
変
悪
シ
、
旦
ツ
大
気
ヲ
汚
磯
ナ
ラ
シ
ム
ル
」

と
い
う
浬
巾
で
、
基
地
の
改
良
も
し
く
は
移
転
を
指
示
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
早
い
じ
下
例
で
あ
る
。
そ
の
他
に
こ
の
時
期
、
隠

場
や
お
油
関
連
焔
設
や
マ
ッ
チ
工
場
の
郊
外
立
地
も
促
進
さ
れ
た
。

ま
た
明
治
二
十
年
一
一
一
月
四
日
に
は
前
年
制
定
の
宿
鹿
営
業
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取
締
規
則
に
基
づ
い
て
つ
市
街
木
賃
宿
夜
間
地
」
の
確
定
が
行
わ
れ
、
現
在
の
中
央
区
・
兵
路
区
の
一
部
に
あ
っ
た
指
定
地
域

以
外
に
あ
る
木
賃
宿
に
つ
い
て
は
明
治
二
十
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
移
転
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
。
こ
れ
は
神
戸

に
お
け
る
都
市
中
心
部
か
ら
の
ス
ラ
ム
排
除
の
最
初
で
あ
っ
た
。
逆
に
そ
れ
は
市
街
地
周
辺
に
大
き
な
都
市
ス
ラ
ム
が
形
成
さ

れ
て
い
く
最
初
の
契
機
で
も
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
こ
う
し
た
都
市
の
空
間
的
分
割
の
形
成
は
、
徐
々
に
で
は
あ
る
が
、
職
住
分
離
を
基
礎
に
し
た
近
代
的
生
活
様
式

を
生
み
出
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
が
、
改
め
て
こ
つ
の
意
味
で
都
市
神
戸
の
新
た
な
膨
張
に
つ
な
が
っ
た
。

一
つ
は
住
宅

地
の
急
速
な
郊
外
分
散
に
と
も
な
う
周
辺
段
村
の
市
街
地
化
で
あ
っ
た
。
先
に
示
し
た
測
治
十
年
と
明
治
ニ
十
間
年
の
地
閣
を

比
較
す
れ
ぼ
そ
の
あ
り
さ
ま
が
想
像
で
き
る
だ
ろ
う
。
明
治
ニ
十
年
代
前
半
に
は
、
東
は
熊
内
・
寄
人
命
か
ら
間
は
石
井
・
夢
野

お
よ
び
兵
庫
の
西
部
に
い
た
る
、

か
つ
て
の
間
関
も
し
く
は
荒
地
が
市
街
地
化
し
た
。
ま
た
明
治
二
十
三
年
に
は
、
神
田
氏
（
右

衛
門
に
よ
っ
て
兵
膝
停
車
場
か
ら
多
開
通
、
栄
町
通
を
経
て
活
向
m
地
に
至
る
市
内
鉄
道
馬
車
敷
設
が
、
実
現
は
し
な
か
っ
た
が
、

計
図
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。

ま
た
こ
う
し
た
理
由
か
ら
神
戸
が
区
か
ら
市
に
な
る
と
き
に
苔
合
村
・

田
村
を
合
併
し
、
ま
た

周
辺
農
村
か
ら
繰
り
返
し
合
併
要
求
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。

開港と文明開化

も
う
一
つ
は
、
生
活
様
式
の
変
化
が
も
た
ら
し
た
市
民
の
新
た
な
娯
楽
へ
の
欲
求
に
よ
る
郊
外
地
利
用
の
加

郊
外
問
題
と

都
市
の
膨
張

速
化
で
あ
っ
た
。
市
街
地
の
周
辺
部
に
娯
楽
施
設
が
造
ら
れ
、
そ
れ
が
ま
た
市
街
地
拡
大
の
呼
び
水
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。
明
治
十
年
代
か
ら
二
十
年
代
に
か
け
て
開
発
さ
れ
た
娯
楽
施
設
と
し
て
は
、
奥
平
野
村
の
波
山
鉱
泉
な
利
用
し

第二節

た
湊
山
温
泉
、

い
ず
れ
も
明
治
十
五
年
に
諏
訪
山
公
開
に
設
け
ら
れ
た
秀
観
堂
や
和
楽
関
（
神
戸
貿
易
会
所
の
接
待
所
）
、
和
田
紳

に
明
治
二
十
三
年
に
開
設
さ
れ
た
和
楽
闘
（
遊
間
地
）
な
ど
が
あ
っ
た
。
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刀
1
。

rん
ソ
』
A
付

ま
た
有
馬
瓶
泉
や
、
六
甲
山
の
つ
娯
楽
地
し
と
し
て
の
開
発
も
明
治
二
十

有潟温泉湯元之図
er有馬武Ell苑原後筒名目庁J!i＼~長内の魁」）

年
代
に
は
始
ま
っ
た
。
有
馬
温
泉
の
担
泉
と
し
て
の
燦
史
は
古
代
に
始
ま
る

が
、
そ
の
近
代
的
担
泉
と
し
て
の
再
ス
タ
ー
ト
は
ほ
ぼ
明
治
十
年
代
半
ば
で

あ
っ
た
。
昭
和
問
年
に
発
行
さ
れ
た
吋
有
馬
郡
誌
』
に
よ
る
と
明
治
十
問
年

は
じ
め
て
「
浴
場
改
良
」
問
題
、
が
も
ち
あ
が
り
、
明
治
十
五
年
四
月
か
ら
向

十
六
年
二
月
に
か
け
て
、
内
務
省
衛
生
局
御
一
恥
オ
ラ
ン
ダ
人
ケ
i
レ
ツ
の
指

導
の
も
と
、
浴
場
が
欧
風
建
築
物
に
建
て
終
え
ら
れ
た
（
た
だ
し
建
築
に
欠
陥

が
あ
っ
た
た
め
明
治
二
十
四
年
に
は
再
び
元
の
「
宮
殿
づ
く
り
」
に
建
て
終
え
ら
れ
た
）
。

写真 4

明
治
十
年
代
後
半
か
ら
二
十
年
代
に
か
け
て
有
馬
温
泉
は
よ
り
市
民
向
け
の

温
泉
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
明
治
十
六
年
に
は
次
の
よ
う
な

「
温
泉
入
浴
一
五
則
」
も
制
定
さ
れ
て
い
る
。

一
、
遠
来
の
病
人
疲
れ
た
れ
ば
、
怖
く
休
息
し
て
、
俄
か
に
入
浴
す
る

、
老
人
小
児
並
び
に
虚
弱
の
病
人
は
、
最
初
よ
り
数
四
又
は
…
長
浴
す
る
勿
れ
。

一、
一
週
間
内
は
一
日
二
回
、
其
の
後
は
一
一
一
問
、
十
分
間
よ
り
こ

0
分
間
に
過
ぐ
る
勿
れ
。

一
、
飲
食
後
並
に
空
腹
の
節
、
身
体
つ
か
れ
た
る
時
、
直
ち
に
入
浴
す
る
勿
れ
。

一
、
入
浴
中
静
か
な
る
べ
し
。
大
声
或
は
湯
中
に
潜
り
、
或
は
温
泉
を
飲
む
勿
れ
。
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一
、
入
浴
中
大
沼
は
摂
む
べ
し
。
飲
食
後
は
必
ず
散
歩
し
て
寝
る
事
勿
れ
コ

、
風
雨
寒
冷
の
節
は
、

一
、
悪
然
、
．
発
熱
・
頭
痛
・
肱
致
等
あ
れ
ば
、
平
癒
す
る
ま
で
強
ひ
て
入
浴
す
る
勿
れ
。

入
浴
後
薄
衣
に
て
、
外
邪
に
感
ず
る
こ
と
勿
れ
。

て
入
浴
前
必
ず
湯
あ
み
し
て
よ
く
身
を
髄
む
べ
し
。
冷
な
る
ま
与
に
入
る
こ
と
勿
れ
。

開港と文明開化第二節

一
、
子
宮
病
あ
る
婦
人
は
、
機
械
を
湯
宿
に
借
用
す
べ
し
、
下
腹
を
ひ

や
す
こ
と
勿
れ
。

一
、
入
浴
後
被
ひ
た
る
浴
衣
は
速
に
脱
ぎ
待
へ
、
湿
気
を
吸
収
す
る
こ

と
勿
れ
。

六甲開桜之同

、
入
浴
後
は
発
汗
す
る
と
も
、
衣
服
を
税
ぎ
て
、
邪
気
に
刊
さ
る
ふ

こ
と
勿
れ
。

、
間
有
の
持
病
発
作
の
気
味
あ
る
と
き
は
、
決
し
て
入
浴
す
る
こ
と

写真 5

。1
0

0
γ
1
 

、
種
々
の
病
症
に
よ
り
入
浴
の
効
容
は
温
泉
論
に
詳
な
れ
ど
も
尚
ほ

良
阪
に
叩
く
べ
し
。
狼
に
入
浴
す
る
こ
と
勿
れ
。

ま
た
明
治
二
十
円
年
に
は
円
十
く
も
、
市
内
か
ら
の
交
通
を
容
易
に
す
る
た

め
に
、
五
合
か
ら
布
引
谷
を
続
て
三
泊
に
五
る
鉄
道
馬
車
の
間
開
設
を
考
え
る

者
も
現
れ
た
。
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な
お
六
甲
山
の
リ
ゾ
ー
ト
開
発
に
つ
い
て
は
、
明
治
二
十
八
年
、
イ
ギ
ワ
ス
人
ア
i
サ

1
・
ヘ
ス
ケ
ス
・
グ
ル
ー
ム
が
山
市
以

一
一
一
回
池
付
近
に
別
荘
を
建
築
し
た
の
が
初
め
と
さ
れ
る
。
明
治
三
十
六
年
に
は
ゴ
ル
フ
場
も
造
ら
れ
、
グ
ル
i
ム
に
よ
っ
て
日

本
最
初
の
ゴ
ル
フ
倶
楽
部
「
神
戸
倶
楽
部
L

も
創
設
さ
れ
た
。
別
荘
と
い
い
ゴ
ル
フ
場
と
い
い
最
初

に
外
間
人
の
利
用
に

供
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
や
が
て
神
戸
市
民
の
利
用
に
も
供
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
明
治
問
十
万
年
六
月
、

グ
ル
i
ム
の
顕
彰
抑
が
唐
植
村
お
よ
び
有
志
の
努
力
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
こ
と
は
、
そ
の
こ
と
な
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
よ

う

3 

文
明
開
化
の
生
活
と
文
化

文
明
開
化

の
上
陸
地

都
市
の
発
展
は
、
決
し
て
都
市
空
間
の
勝
張
に
よ
っ
て
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
に
住
む
人
々
の
生
産
と
生
活
の
様

式
の
変
化
に
よ
っ
て
も
も
た
ら
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
の
生
産
と
生
活
の
様
式
が
、
都
市
の
境
界
を
超
え

て
人
々
に
影
響
を
与
え
、
人
々
の
心
に
都
市
へ
の
皆
僚
を
植
え
付
け
た
と
き
、
都
市
は
初
め
て
交
易
す
る
工
業
製
品
の
市
場
を

得
、
人
口
を
吸
引
し
、
膨
張
発
展
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
明
治
維
新
以
降
の
神
戸
は
、
開
港
場
で
あ
る

が
故
に
、

ま
さ
に
西
欧
文
明
の
白
木
へ
の
上
陸
地
点
で
あ
り
文
明
開
化
の
発
信
地
で
あ
っ
た
。
明
治
初
年
の
神
戸
は
爵
民
に
都

市
へ
の
憤
慌
を
か
き
た
て
る
都
市
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
ず
衣
食
住
の
あ
り
方
か
ら
そ
の
あ
り
さ
ま
を
簡
単
に
概
観
し
て
お
こ

う
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衣
食
住
の

変
遷

ま
ず
「
衣
」
に
つ
い
て
。
衣
の
洋
装
（
洋
服
と
靴
）
化
に
つ
い
て
は
、
兵
際
県
知
事
時
代
の
伊
藤
博
文
や
兵
庫
の

名
望
家
神
田
兵
右
衛
門
の
洋
服
着
用
が
皮
切
り
と
な
り
、
明
治
十
五
年
に
は
兵
時
間
以
会
に
お
い
て
議
員
の
洋
装

た
だ
し
、
男
性
の
洋

着
用
の
申
合
せ
な
ど
も
行
わ
れ
、
明
治
ニ
十
年
代
に
入
る
と
明
日
俗
と
し
て
の
一
定
の
定
若
が
見
ら
れ

f}fj港と文明開化第二節

装
化
に
比
し
て
女
性
の
洋
装
化
の
程
度
は
相
当
遅
れ
た
模
様
で
、
例
え
ば
明
治
十
九
年
八
月

五
日
付
の
『
神
戸
叉
新
日
報
』
の
社
説
は
「
日
本
人
生
計
の
い
伎
の
進
歩
す
る
に
従
ひ
、
必
ら

ず
肉
食
及
び
洋
服
と
北
ハ
に
居
住
も
漸
く
之
を
改
良
す
る
に
至
る
可
け
れ
ば
、

日
本
人
の
衣
食

本（＇豪商事 11兵淡の魁」）

住
は
巴
に
改
良
の
途
に
上
ぼ
り
た
る
も
の
と
云
ふ
て

へ
無
か
る
可
し
」
と
、
衣
食
住
金

般
の
開
化
に
楽
観
的
な
見
通
し
を
述
べ
な
が
ら
、

「
然
る
に
」
と
前
股
き
し
て
女
性
の
洋
装

化
が
例
外
的
に
進
ま
な
い
こ
と
に
対
す
る
瞥
銭
安
｝
鳴
ら
し
て
い
た
。

次
に
ぷ
ゲ
に
つ
い
て
。

で
も
な
く
牛
肉
食
用
の
風
習
が

に
拡
大
し
、
明
治

下

一
一
年
創
業
の
関
門
月
下
亭
（
一
一
一
輪
以
r
の
前
身
）
を
は
じ
め
と
す
る
牛
肉
屋
が
繁
癒
し
、
神
戸
肉

月

の
名
声
が
た
ち
ま
ち
金
問
化
し
た
。
そ
れ
が
こ
う
じ
て
、

一
ー
肉
食
は
文
明
の
徴
候
な
り
。
肉

写真 6

食
を
為
さ
い
ふ
れ
ば
則
ち
未
だ
文
明
の
人
た
る
な
得
、
ざ
る
も
の
也
一
（
「
兵
降
昭
郎
氏
の
肉
食
」
『
神
戸

又
新
日
報
』
明
治
十
九
年
五
月
十
二
日
）
と
い
っ
た
、
や
や
概
端
な
論
調
さ
え
流
布
す
る
に
い
た

った。

牛
乳
・
パ
ン
・
取
肉
（
坂
漬
け
の
肉
）
の
食
用
も
牛
肉
と
前
後
し
て
普
及
し
た
。

Tこ
だ

し
洋
菓
子
だ
け
は
、
瓦
煎
餅
な
ど
の
和
菓
子
に
圧
倒
さ
れ
て
し
ば
ら
く
は
普
及
投
ず
、
明
治

二
十
五
年
の
明
治
屋
支
店
側
設
、
明
治
一
一
一
十
年
の
風
月
堂
支
店
開
設
の
こ
ろ
を
境
に
、
急
激
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な
普
及
、
を
見
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

最
後
に
「
住
」
に
つ
い
て
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
官
庁
や
学
校
、
あ
る
い
は
明
治
ニ
十
三
年
に
完
成
し
た
イ
ギ
リ
ス
人
ハ
ン

セ
ル
の
設
計
に
な
る
神
戸
ク
ラ
ブ
な
ど
一
部
の
象
徴
的
な
建
築
物
を
除
い
て
、
そ
れ
ほ
ど
急
速
な
っ
洋
風
一
化
は
さ
す
が
の
神

一
戸
で
も
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
西
欧
建
築
の
立
ち
並
ぶ
居
留
地
を
一
歩
出
れ
ば
、
雑
居
地
か
ら
兵
庫
に
か
け
て
、
そ
こ
に
は
伝
統

的
建
築
が
密
集
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
兵
庫
県
は
明
治
六
年
一
月
十
五
日
居
留
地
に
隣
接
す
る
市
街
地
に
つ
い
て
も
バ
ラ
ッ
ク

を
禁
じ
、

洋
風
建
築
を
奨
励
す
る
方
針
を
打
ち
出
し
た
が

（
山
田
郁
子
「
神
戸
外
悶
入
居
潟
地
i
自
治
行
政
権
の
考
疑
」
『
隆
史
と
神

戸
』
三
｜
一
）
そ
れ
は
実
現
し
な
か
っ
た
。
そ
の
「
洋
風
」
化
が
よ
う
や
く
進
み
始
め
る
の
は
大
正
時
代
に
は
い
っ
て
か
ら
の
こ

と
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
娯
楽
な
ど
も
屑
留
外
国
人
の
影
響
で
大
き
く
変
化
し
た
。
居
留
外
国
人
が
ま
ず
始
め
た
ボ
ー
ト
レ
ー
ス
、
乗
馬
、

rH

転
車
、

玉
突
な
ど
が
、
撃
剣
、
演
劇
な
ど
の
低
統
的
娯
楽
に
加
え
て
、
次
々
と
流
行
し
定
着
し
て
い
っ
た
。
ま
た
個
々
人
の
生

活
だ
け
で
な
く
、

都
市
空
間
を
支
え
る
社
会
資
本
の
近
代
化
も
進
ん
だ
。

明
治
二
十
一
年
に
は
神
戸
・
姫
路
間
の
山
陽
鉄
道

（
後
の
山
陽
本
線
）
が
開
通
し
、
強
二
十
二
年
に
は
東
海
道
線
、
が
全
通
し
た
。

代教
化育

の
近

上
陸
し
た
問
欧
文
明
の
影
響
に
よ
る
生
産
と
生
活
様
式
の
変
化
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
衣
食
住
の
間
だ
け

に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
。
人
々
の
精
神
生
活
に
関
わ
る
側
商
に
お
い
て
も
そ
れ
は
急
速
に
進
展
し
た
。

第

は
、
近
代
的
教
育
の
発
展
で
あ
る
。
明
治
元
年
、
兵
庫
の
豪
商
ら
が
図
っ
て
明
親
館
を
設
立
し
た
の
が
、
神
戸
に
お
け

る
近
代
教
育
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
が
、
学
制
発
布
以
前
の
段
階
で
、
す
で
に
神
戸
洋
学
伝
問
所
、
関
山
小
学
校
（
ア
メ
ヲ
カ
帰
り

の
関
一
戸
由
義
に
よ
り
開
校
）
お
よ
び
神
戸
病
院
内
医
学
倍
習
施
設
が
設
立
さ
れ
て
い
た
。

明
治
五
年
に
学
制
が
発
布
さ
れ
る
と
、
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全
国
に
大
学
区
・
中
学
区
・
小
学
院
を
定
め
る
構
想
が
示
さ
れ
、
神
戸
町
と
兵
障
問
は
そ
れ
ぞ
れ
第
間
大
学
区
第
一

第
一
小
学
区
と
第
二
小
学
区
と
に
指
定
さ
れ
、
小
学
校
の
設
立
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
学
校
の
維
持
は
最
初
各
町
総

単
位
で
行
わ
れ
て
い
た
が
、
組
毎
の
資
力
格
差
が
教
育
に
格
差
を
生
み
出
す
こ
と
を
恐
れ
て
明
治
十
年
以
降
は
、
神
戸
・
仲
町
・

兵
庫
の
一
一
一
学
区
に
改
め
ら
れ
た
各
学
区
が
維
持
運
営
に
当
た
る
こ
と
に
な
っ
た
。

の
教
育
令
施
行
以
前

ち
な
み
に
明
治
十
一

は
学
区
取
締
が
、
以
降
は
学
務
委
員
が
そ
の
学
区
の
披
替
に
あ
た
っ

次
い
で
明
治
十
四
年
一
小
学
校
教
剤
綱
領
」
が
公
布

さ
れ
る
と
、
各
学
区
の
内
部
は
、
初
等
・
中
等

…
一
一
科
併
殴
の
神
戸
・
抑
制
生
・
兵
庫
の
一
一
一
小
学
校
、
を
中
心
に
、
そ
れ
ぞ
れ

序
列
化
・
再
編
が
は
か
ら
れ
、
さ
ら
に
明
治
十
九
年
の
学
校
令
以
降
、
授
業
料
が
徴
収
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
c

以
上
が
明
治
初
年
の
小
学
校
教
育
普
及
の
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
。

し
か
し
中
等
教
育
と
な
る
と
小
学
校
教
育
ほ
ど
順
調
に
は

普
及
し
な
か
っ
た
。
明
治
七
年
に
神
戸
師
範
低
習
所
が
設
立
さ
れ
、
明
治
十
年
に
神
戸
師
範
学
校
と
改
め
ら
れ
た
。
明
治
十
一

年
に
は
公
立
神
戸
中
学
校
が
設
立
さ
れ
、
福
沢
諭
設
の
援
助
を
え
て
神
戸
商
業
講
習
所
も
設
立
さ
れ
た
。

し
か
し
い
ず
れ
も
進

学
者
が
少
な
か
っ
た
わ
り
に
は
多
額
の
財
源
を
必
嬰
と
し
た
た
め
に
、
経
常
に
行
き
詰
ま
り
を
み
ぜ
、
公
立
神
戸
中
学
校
に
い

た
っ
て
は
明
治
十
一
一
年
に
廃
校
、
明
治
十
一
一
一
年
に
は
神
戸
中
学
校
が
改
め
て
設
け
ら
れ
た
が
、
そ
れ
も
明
治
十
六
年
に
は
廃
校

開港と文明源化

さ
ら
に
神
戸
商
業
講
習
所
も
経
貨
の
関
係
で
明
治
十
九
年
に
は
県
立
商
業
学
校
に
改
編
さ
れ
た
。

に
追
い
込
ま
れ
た
。

し
か
し

そ
う
し
た
中
で
、

ア
メ
リ
カ
婦
人
タ
ル
カ
ッ
ト
、
ダ
ッ
ド
レ
！
雨
女
史
に
よ
っ
て
明
治
八
年
に
設
立
さ
れ
た
神
戸
ホ
！
ム
だ
け

は
、
明
治
十
一
一
一
年
私
立
神
戸
英
和
女
学
校
と
な
り
女
子
中
等
教
育
機
関
と
し
て
順
調
な
発
展
を
遂
げ

第二節

ジ
ャ
ー
ナ
リ

ズ
ム
の
発
展

第
ニ
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
発
展
で
あ
る
。
ま
ず
邦
字
新
聞
セ
あ
げ
て
お
く
と
、
明
治
五
年
発
刊
の
『
神

戸
港
新
聞
』
、
明
治
十
三
年
発
刊
（
明
治
十
八
年
廃
刊
）
の
『
神
戸
新
報
』
な
ど
が

い
例
で
、
そ
の
後
明
治
十
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七
年
に
は
『
神
戸
叉
新
日
報
』
が
、
明
治
三
十
一
年
に
は
『
神
戸
新
開
』
が
発
刊
さ
れ
た
。

つ
い
で
居
留
地
を
中
心
に
発
行
さ

れ
た
外
字
新
聞
を
あ
げ
て
お
く
と
、

慶
応
一
一
一
年
十
二
月
発
行
の
目
。
向
。
白
N
O
S
E
間
四
円
色
弘
司
ヒ
ョ

i
ゴ
・
ア
ン
ド
・
オ
i
サ

カ
・
へ
ラ
ル
ド
』
（
明
治
四
年
こ
ろ
廃
刊
）
、
明
治
元
年
発
刊
の
回
目
。
同
O
Z
2
G
『
ヒ
丑

1
ゴ
・
ニ
ュ
ー
ズ
』
（
明
治
一
二
十
一
一
一
年
告
。
問
。

岡山〈

g
－z
z
o
Z
『
ヒ
ョ
！
ゴ
・
イ
プ
ニ
ソ
グ
・
ニ
ュ

i
ズ
』
と
な
る
が
同
年
本
社
焼
失
に
よ
り
『
コ

l
ベ
・
ク
口
ニ
グ
ル
』
に
合
併
）
、
明
治

ニ
十
四
年
発
刊
の
関
与
刊
の

zsru
『コ

l
ベ
・
ク
ロ
ニ
ク
ル
』
（
明
治
一
一
一
十
三
年
同
恒
吉
ロ

2
円
。
ロ
片
山
四
円
ジ
ャ
パ
γ
・
グ
ロ
ニ
グ
ル
』

と
改
称
）
な
ど
が
あ
っ
た
。

い
う
ま
で
も
な
く
神
戸
に
お
け
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
特
徴
は
外
国
人
の
経
常
に
な
る
メ
デ
ィ
ア

の
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
神
戸
市
民
の
啓
蒙
に
果
た
し
た
役
割
は
決
し
て
小
さ
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト

教
の
拡
大

第一一一は、

キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
の
拡
大
で
あ
る
。
神
戸
で
初
め
て
活
動
を
開
始
し
た
宣
教
師
は
フ
ラ
ン
ス
人
ム

ニ
ク

l

（
カ
ト
リ
γ
グ
）
と
ア
メ
リ
カ
人
グ
リ
i
ン

（
プ
ロ
テ
ス
タ
γ
ト
）
で
あ
っ
た
が
、
彼
ら
の
活
動
は
概
ね
屑

摺
外
国
人
を
対
象
に
し
た
も
の
で
あ
り
、

日
本
人
を
対
象
に
し
た
本
格
的
な
布
教
活
動
は
、

ア
メ
リ
カ
伝
導
会
（
斗
ぽ
〉
BR’

ぽ

自

国

g
a
。刊の。
B
g
M
g。ロ四円え
2
吋
。
円
冊
目
吉
区
日
印
回
目
。
口
問
）
に
よ
っ
て
、
明
治
七
年
に
始
め
ら
れ
た
。
立
教
師
グ
リ
ー
ン
お
よ
び
ギ
ュ

－
汀
ノ
ッ
ク
が
そ
の
中
心
人
物
で
あ
っ
た
。

そ
の
布
教
に
は
次
の
二
つ
の
方
法
が
と
ら
れ
た
。

）
 

τ
i
 

（
 
ギ
ュ
l
リ
ッ
ク
が
最
も
力
を
注
い
だ
、
新
開
発
行
と
い
う
方
法
で
あ
っ
た
。
日
本
人
キ
ワ
ス
ト
教
徒
今
村
謙
古
口
（
社
長
）
・

村
上
俊
吉
（
編
集
長
）
の
名
を
借
り
て
、

ギ
ュ
！
リ
ッ
ク
が
明
治
八
年
十
三
月
二
十
七
日
か
ら
彼
が
神
戸
を
離
れ
る
斑
前
の
明

治
十
六
年
六
月
二
十
六
日
ま
で
続
け
た
、
週
刊
新
聞
『
七
一
雑
報
』
（
七
日
に

回
発
行
の
立
）
の
発
行
が
そ
れ
で
あ
っ
た
。
こ
の

新
聞
に
は
二
つ
の
特
徴
が
あ
っ
た
。

一
つ
は
同
志
社
の
新
島
襲
の
協
力
を
得
て
、
一
沼
田
和
民
や
徳
富
務
一
郎
な
ど
多
彩
な
日
本

人
青
年
の
協
力
を
得
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
り
、

い
ま
一
つ
は
創
刊
号
の
つ
い
ろ
は
四
十
八
文
字
さ
へ
知
て
い
れ
ば
、
後
は
読
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手
の
考
が
へ
に
て
解
る
や
う
に
致
し
ま
す
趣
向
故
、
向
一
同
刊
の
七
兵

衛
さ
ん
で
も
、
隣
町
の
八
兵
儀
占
と
ん
で
も
、

お
絞
さ
ん
で
も
お
竹

さ
ん
で
も
、
亦
は
僻
び
の
門
性
衆
で
も
、
此
新
聞
し
を
よ
ん
で
開

化
の
仲
間
入
を
な
さ
る
様
に
お
願
中
し
ま
す

（
町
七
…
新
報
』
明
治

八
年
十
二
月
二
十
七
日
）
と
い
う
論
説
に
災J
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、

教
す
る
こ
と
以
上
に
、
庶
見
に
至
る
支
で
の
日
本
人
の
全
般
的
感

集
会
｝
怠
関
し
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。

(2) 

学
校
や
医
療
施
設
な
設
け
る
な
ど
広
く
社
会
改
良
事
業
に

明
治
六
年
初
め
て
神
戸
の
地
を
踏
ん
だ
タ
ル
カ
ッ
ト
、
〆
ッ
ド
レ
イ
雨
女
史
が
新
島
譲
や
出

携
わ
る
と
い
う
方
法
で
あ
っ

:;{Jj 

三
郎
寵
主
九
鬼
隆
義
、
同
藩
士
出
州
退
放
の
支
援
を
得
て
、
明
治
八
年
諏
訪
山
下
山
本
通
に
建
設
し
た
神
戸
ホ
i
ム
の
こ
と
に

西
洋
病
院
な
ど
が
そ
う
し
た
施
設
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る

3

つ
い
て
は
す
で
に
触
れ
た
が
、
そ
れ
以
外
に
も
大
阪
在
症
の
医
師
テ
イ
ラ
ー
の
経
営
す
る
施
薬
所
、
限
郁
ベ
リ
！
の
経
営
す
る

ま
た
は
接
社
会
改
良
に
か
か
わ
る
運
動
と
し
て
は
、
禁
酒
運
動
や
廃

開港と文明開化

抑
制
運
動
が
あ
っ
た
。

各
青
年
会
員
五
二
人
が
会
合
し
、

第

と
り
わ
け
キ
リ
ス
ト
教
徒
連
は
廃
娼
運
動
に
熱
心
で
あ
っ

本
会
は
県
下
の
向

明
治
二
十

一
月
一
一
一
日
神
戸
間
教
会
の

本
会
は
公
許
娼
妓
を
全
廃
せ
ん
こ
と
を
望
期
す
、
第

志
者
を
以
て
組
織
し
名
づ
け
て
兵
庫
県
廃
如
何
盟
会
と
称
す
、

会
員
は
本
会
の
費
用
な
負
担
し
本
会
の
目
的
友
達
す

第二節

る
為
に
尽
力
す
る
こ
と
を
盟
約
す
、

但
し
毎
月
金
二
銭
以
上
適
宜
に
徴
収
す
る
も
の
と
す
」

（
「
背
年
会
と
兵
庫
県
廃
船
問
販
会
」

吋
又
新
』
明
治
二
十
一
一
一
年
一
月
近
日
）
、
以
上
の

カ
条
の
「
兵
路
県
廃
招
同
盟
会
定
申
一
応
」
を
定
め
て
廃
熔
運
動
を
始
め
た
が
、
こ
れ F七一雑z械J

近代・ JJI代日主Et給lN

写真 7

37 



が
神
戸
に
お
け
る
廃
娼
運
動
の
本
終
的
な
出
発
点
で
あ
っ
た
。

」
う
し
て
キ
リ
ス
ト
教
は
次
第
に
神
戸
市
民
の
防
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
。

教
会
の
数
も
、

ム
ニ
ク
！
の
建
設
し
た
天
主
堂

（
中
山
手
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
）
、

お
よ
び
グ
リ
i
ン
宅
に
始
玄
っ
た
摂
津
第
一
基
督
教
会
（
日
本
基
督
教
関
神
一
戸
数
会
）
を
拠
点
に
、
徐

々
に
そ
の
数
を
増
し
て
い
っ
た
。

キ
リ
ス
ト
教

と
家
庭
道
徳

で
は
な
ぜ
キ
リ
ス
ト
教
は
一
定
の
定
昔
前
を
み
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
除
問
し
て
お
き
た
い
の
が
、
明
治
十

年
代
か
ら
一
一
十
年
代
に
か
け
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
し
ば
し
ば
現
れ
た
次
の
よ
う
な
論
調
で
あ
る
。

日
本
に
男
尊
女
卑
の
弊
あ
り
て
、
男
子
は
女
子
に
対
す
る
奴
隷
に
於
け
る
が
ご
如
く
、
女
子
亦
男
子
に
接
す
る
主
公
に
於

お

け
る
が
如
く
、
効
ん
ど
殺
限
主
従
の
関
係
の
如
く
な
る
は
、
近
頃
識
者
の
大
に
慨
嘆
し
て
措
か
ざ
る
所
、
即
し
て
枇
阿
川
の

事
実
亦
誠
に
然
か
り
と
す
る
所
な
り
。
然
か
る
に
ふ
f
進
ん
で
此
弊
風
な
し
て
我
日
本
社
会
に
消
滅
せ
し
む
る
の
策
、
間
よ

り
一
に
し
て
而
し
て
足
ら
ず
と
雛
も
、
彼
の
婦
人
を
し
て
勉
め
て
男
子
に
接
ぜ
し
む
る
事
の
如
き
、
亦
其
の
屈
強
な
る
一

つ剣山ソつ

策
な
る
べ
き
を
信
じ
て
疑
は
ざ
る
也
。
義
し
我
常
、
熟
ら
文
明
社
会
男
女
の
関
係
を
見
る
に
、
大
に
東
洋
諮
問
の
事
実
と

其
触
を
具
に
す
る
も
の
あ
り

3

先
づ
第
一
夫
婦
の
関
係
の
如
き
、
頗
る
競
絡
を
級
め
、
其
の
内
に
ふ
仕
る
や
立
ハ
の
席
を
問
ふ

守

4
4勺

し
、
其
の
外
に
出
づ
る
や
其
の
行
な
共
に
し
、
供
に
楽
事
を
語
り
五
ひ
に
快
事
を
分
つ
（
略
）
叉
其
の
男
女
交
際
の
抑
制
衝
な

る
は
放
て
夫
婦
の
問
の
み
に
止
ま
ら
ず
。
（
「
勉
め
て
婦
人
を
男
子
に
終
せ
し
む
可
し
」
『
又
新
』
明
治
十
九
年
五
月
二
十
二
日
）

家
団
側
燃
の
楽
み
と
は
英
語
に
之
れ
を
ホ
l
ム
、
プ
レ
ジ
ュ
ア
と
称
す
。
夫
婦
、
親
子
、
兄
弟
相
会
し
相
伴
ふ
て
互
に
快

を
取
る
の
謂
な
り
。
凡
そ
陛
界
に
快
楽
の
種
類
多
し
と
臨
も
、
或
は
陽
気
に
流
れ
て
関
ら
ず
不
徳
の
原
と
な
る
も
の
あ
り
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或
は
桧
気
に
過
ぎ
て
思
は
ず
苦
痛
の
基
を
為
す
こ
と
あ
り
。
其
の
陰
陽
執
れ
に
も
儒
せ
ず
、
能
く
中
尉
を
得
て
後
の
鳴
を

け

だ

か

見
る
こ
と
な
き
完
余
の
快
楽
は
、
蒸
し
土
へ
の
ふ
小
i
ム
、
。
ブ
レ
ジ
ュ
ア
に

の
な
か
る
べ
し
。
（
「
一
家
開
策
の
楽
み
」
吋
V〈

新
』
明
治
ニ
十
一
一
一
年
四
月
二
十
f
A
n
）

こ
れ
ら
の
論
識
は
、
当
時
家
庭
と
い
う
新
し
い
家
の
道
徳
を
創
り
出
す
こ
と
が
、

日
本
の
都
市
の
焦
腐
の
課
題
で
あ
っ
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
井
上
韓
外
務
大
臣
の
進
め
た
鹿
鳴
館
外
交
（
欧
化
主
義
）
に
倣
っ
て
、
神
戸
で
も
し
ば
し
ば
官
民

合
同
の
凶
欧
風
夜
会
が
保
さ
れ
た
が
、
そ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、

て

に
従
ふ
所
の
重
な
る
人

「
兵
庫
県
の
友
商

々
夫
婦
は
挙
げ
て
之
を
案
内
し

の
内
に
相
会
合
し
て
和
楽
談
笑
」
す
る
「
清
潔
に
し
て
出
品
つ
愉
快
な
る
」
「
文
明
集
会
L

の
風
留
を
確
立
し
、

「
日
本
流
会
合
の
淫
狼
一
の
風
滑
を
排
斥
す
る
た
め
で
あ
っ
た
（
「
本
日
の
夜
会
」
♂
八
新
』
明
治
十
九
年
十
一

月
一
一
一
日
）
。
そ
し
て
当
時
に
あ
っ
て
そ
の
家
庭
道
徳
を
府
怠
し
え
た
の
は
キ
リ
ス
ト
教
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
J

踏
娼
運
動
に

し
て
も
禁
酒
運
動
に
し
て
も
、
ま
た
女
子
教
育
に
し
て
も
、
す
べ
て
健
全
な
「
家
庭
一
生
活
の
規
範
を
技
会
に
確
立
す
る
た
め

の
運
動
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
キ
リ
ス
ト
教
定
着
の
基
礎
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

な
お
付
け
加
え
て
お
く
な
ら
ば
、
先
の
吋
叉
新
」
の
論
調
は
最
後
に
は
女
性
の
政
治
活
動
を
禁
止
し
た
明
治
二
十
一
一
一
年
制

開港と文明開化

定
の
集
会
お
よ
び
政
社
法
を
宵
定
し

（
『
又
新
』
明
治
二
十
一
一
一
年
七
月
二
十
九
日
）
「
s

男
は
外
、
女
は
内
」
の
原
則
を
確
認
し
、

そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
女
子
教
育
の
確
立
を
主
張
す
る
と
こ
ろ
に
行
き
着
く
。
だ
か
ら
、
決
し
て
完
全
な
男
女
平
等
を
目
指

し
て
な
さ
れ
た
論
調
で
は
な
い
。
要
は
、
家
庭
（
ホ
！
と
と
呼
ば
れ
る
、

組
の
夫
婦
を
中
心
に
、

血
縁
者
だ
け
で
構
成

第二節

さ
れ
、
構
成
員
が
愛
敬
の
道
徳
に
よ
っ
て
の
み
結
ぼ
れ
る
新
た
な
近
代
的
家
族
の
確
立
を
社
会
に
促
そ
う
と
す
る
論
調
で

あ
っ
た
。
職
住
分
離
の
近
代
都
市
の
社
会
概
造
を
物
質
的
に
も
道
徳
的
に
も
支
え
る
家
の
形
態
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
こ
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の
家
庭
で
あ
っ

な
ぜ
な
ら
ば
近
代
都
市
に
お
い
て
家
は
も
は
や
経
営
体
で
は
な
く
、
単
な
る
消
授
の
単
位
へ
と
変
貌

さ
て
そ
う
だ
と
す
る
と
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、

す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
も
は
や
人
々
を
強
力
に
規
律
化
す
る
一
職
場
道
徳
い
は
存
十
忙
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
を
仏
教
や
利
道
の
側
に
立
つ
人
々
が

仏
教
の
再
興

黙
視
し
え
な
か
っ
た
の
も
当
然
で
あ
っ
た
。
黙
視
す
れ
ば
自
ら
の
存
立
す
る
社
会
的
基
盤
な
失
う
こ
と
に
な

る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
キ
リ
ス
ス
ト
教
の
拡
大
は
そ
の
反
面
仏
教
徒
を
中
心

し
こ
す
る
激
し
い
排
山
中
運
動
（
キ
リ
ス
ト
教
排
嶋
市
運
動
）
を
芯
起
す
る
こ
と
に
つ
な
が

〉
角
ヨ
O

J

ふ’
h精

神
間
で
の
近
代
化
の
第
問
は
、

し
た
が
っ
て
、
生
活
文
化
の
西
欧
化
が

速
に
進
展
し
た
が
ゆ
え
に
お
き
た
、
国
粋
主
義
の
ム
口
顕
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
心

は
仏
教
徒
た
ふ
り
に
よ
る
仏
教
の
復
興
を
か
け
た
排
耶
運
動
で
あ
っ
た
。
神
戸
に

お
い
て
も
仏
教
は
、
明
治
初
年
の
路
仏
殻
釈
に
よ
っ
て
い
っ
た
ん
は
大
き
な
打

殺
を
受
け
た
。

し
か
し
明
治
政
府
PM’
身
が
十
日
社
寺
保
存
に
取
り
組
み
始
め
た
閉
山

治
十
年
代
半
ば
、
逆
に
仏
教
の
興
騒
が
始
ま
っ
た
。
そ
の
最
大
の
契
機
と
な
っ

た
の
が
、
キ
ワ
ス
ト
教
排
撃
運
動
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
神
戸
の
仏
教
徒
述
は
切

治
じ
fド

刀
、
神
戸
大
m一
一
座
に
お
い
て
「
破
邪
鉄
槌
大
演
説
会
1

」
な
開
い

た
の
を
き
っ
か
け
に
掛
耶
迎
動
に
着
手
し
、
明
治
二
十
一
年
九
月
、
藤
出
街
中
・

関
一
戸
山
義
の
神
仏
耶
一
一
一
教
混
合
追
善
後
副
知
ボ
（
於
淡
川
神
社
）
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト

40 
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教
川
閣
の
人
設
否
定
発
言
を
き
っ
か
け
に
、
大
々
的
に
排
耶
運
動
を
間
以
開
し

そ
し
て
そ
う
し
た
中
で
兵

p

賄
能
揺
寺
に
毘
盛
舎
那
仏
（
兵
庫
大
仏
）
一
体
の
建
立
が
計
画
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
勝
治
二
十
一

十
月
十
瓦
臼
に
起
工
式
が
行
わ
れ
、
間
二
十
凶
年
一
一
一
月
十
五
日
に
落
成
、
五
月
八
日
か
ら
七
日
間
関
限
供
養
が
行
わ
れ
た
。
リ
て

の
開
眼
供
養
に
は
宗
派
と
神
戸
と
い
う
地
域
な
越
え
た
仏
教
徒
速
が
集
ま
り
、
あ
た
か
も
反
キ
リ
ス
ト
教
仏
教
勢
力
の
大
間
部

結
の
場
の
観
止
な
呈
し
た
。

五
月
六
日
の
守
叉
新
b

に
よ
れ
ば
八
日
か
ら
十
四
日
に
か
け
て
、

天
台
宗
産
主
・
青
蓮
説
門
主
（
入

日
）
、
浄
土
宗
管
長
も
し
く
は
代
理
（
九
日
）
、
曹
澗
宗
、
氷
平
均
寸
前
住
職
（
十
日
）
、
真
宗
東
木
願
寺
法
主
（
十
一
豆
、

時
宗
清
浄
光

寺
遊
行
上
人
（
十
二
日
）
、
克
一
吉
宗
管
長
も
し
く
は
代
理
（
十
三
日
）
、
日
運
宗
管
長
も
し
く
は
代
理
（
十
四
日
）
が
次
々
と
開
提
供
養

に
参
列
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

た
だ
し
時
あ
た
か
も
ロ
シ
ア

一
コ
ラ
イ
を
乗
せ
た
般
隊
が
神
戸
港
に
入
浴
し
、

か
も
十
一
日
に
は
大
津
事
件
が
起
き
た
時
だ
っ
た
の
で
、
物
情
騒
然
た
る
な
か
予
定
通
り
供
養
が
行
わ
れ
た
か
ど
う
か
は
い
玄

一
つ
定
か
で
は
な
い
。

し
か
し
仏
教
勢
力
に
と
っ
て
運
動
さ
え
行
え
ば
排
耶
は
実
現
す
る
か
と
い
う
と
、
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
簡
単
で
は
な
か
っ
た
。

キ
リ
ス
ト
教
が
近
代
都
市
に
生
き
る
人
々
に
そ
こ
に
生
き
る
た
め
の
道
徳
を
提
供
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
そ
れ
と
同
様

開港と文明開化

の
道
徳
あ
る
い
は
規
範
を
社
会
に
確
立
す
ベ
く
、
仏
教
側
も
キ
リ
ス
ト
教
同
様
の
社
会
改
良
運
動
を
展
開
し
な
く
て
は
な
ら
な

か
っ
た
。
そ
こ
で
そ
れ
を
率
先
し
て
行
っ
た
の
が
神
戸
に
お
け
る
仏
教
復
興
の
先
党
者
の
一
人
目
賀
泊
栄
だ
っ
た
。
彼
は
明
治

の
瓦
解
後
は
報
国
義
会
（
後
の
神
戸
報
国
義
会
）
を
創
設
し
、

キ
リ
ス
ト
教
の
社
会
活

十
七
年
に
兵
庫
明
道
館
、
明
治
二
十

第二f'{p

動
と
対
抗
し
て
、
救
設
な
ど
の
社
会
改
良
事
業
に
取
り
組
ん
だ
の
で
あ
る
。
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円
）
に
、

湊
川
神
社

の
創
建

ま
た
こ
の
時
期
、
渡
川
神
社
が
建
立
さ
れ
た
。
南
北
朝
内
乱
期

に
後
醍
醐
天
皇
方
の
武
将
と
し
て
活
躍
し
、
捺
川
の
戦
い
で
戦

死
し
た
楠
木
正
成
を
顕
彰
す
る
神
社
な
建
設
し
よ
う
と
い
う
計
闘
は
、
尊
王
思

ネ土

想
が
高
揚
す
る
な
か
で
、
幕
末
以
来
存
在
し
て
き
た
が
、
慶
応
四
年
三
月
、
兵

庫
裁
判
所
勤
務
の
岩
下
左
次
衛
門
が
伊
藤
俊
輔
（
博
文
）
ら
と
連
名
で
楠
公
社
建

J1I 

立
許
可
を
阪
い
で
た
の
を
き
っ
か
け
に
、
実
現
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
同
年
間

淡

月
政
府
は
楠
木
正
成
に
神
m
T
J

を
追
誰
し
、
社
増
造
営
を
決
定
し
た
。
同
時
に
、

写真 9

造
営
料
と
し
て
、
明
治
天
皇
か
ら

0
0
0両
の
寄
付
が
行
わ
れ
た
。
用
地
は
、

市
民
の
献
納
と
兵
庫
県
に
よ
る
買
い
上
げ
に
よ
り
、
棉
公
墓
，
畔
の
所
住
地
坂
本

村
の
七
ニ
一
一
一
ニ
坪
が
建
設
予
定
地
と
し
て
準
備
さ
れ
た
。

ま
た
兵
庫
の
豪
商
北

風
荘
右
衛
門
ほ
か
一
一
一
名
が
楠
社
造
営
御
用
掛
と
し
て
準
備
に
あ
た
っ
た
。
費
用

は
、
明
治
天
皇
か
ら
の
こ
皮
に
わ
た
る
寄
付
（
先
の
一

0
0
0丙
と
追
加
問
。
。
。

民
間
お
よ
び
官
界
か
ら
の
寄
付
金
を
合
せ
て
、
実
際
の
建
設
費
二
万
二
四

O
O円
を
上
回
る
金
額
が
mm
窓
さ
れ
た
。

月
か
ら
は
建
物
の
建
設
が
始
ま
り
、

明
治
四
年

月
、
楠
社
造
営
掛
が
設
置
さ
れ
、
実
際
の
造
営
が
始
ま
っ
た
。
明
治
五
年

五
月
一
日
に
は
上
様
式
が
行
わ
れ
、
二
十
四
日
に
は
鎮
座
祭
、
二
十
五
日
に
は
楠
社
祭
が
挙
行
さ
れ
た
。

ま
た
こ
れ
に
先
立
ち
、

四
月
二
十
九
日
に
は
太
政
官
か
ら
、
社
口
マ
は
濃
川
神
社
、
社
格
は
別
格
官
弊
社
と
す
る
旨
達
し
が
あ
っ
た
。
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